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１。 １Ｚ地適ｉＥ化計画とは

：べｉ鳬適‾を化計画とは、人口の急激な減少と高齢化が進む中、 日］‘民が安心して暮らせる生活環境を

実現 し、 財政面 攷`び経済面においても持続ｉ］‘能な都市構造を 目指すために、Ｅ療・ 福祉施設、商業

施設や住悟等の誘導施設がまと まっ て：尨鳬し、 假共交通によ りこれらの生活悒便施設等に容易にア

クセスできる よう に福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直 し、 「コ ンパクト シテ ィ・ プラ

ス・ ネッ トワーク」のまちづく りを目指すための計画です。

２． 居住誘導ＩＺ域とは（６Ｐ参Ｓ）

悒住誘導区域は、 一定のエ リア において人口密度 を維持す るこ とに より 、都市機能や コミ ュニテ

ィが持続的に確保されるよ うｇ住を誘導すべきＥ域です。

３． 都市機能誘導ＩＺ域とは（６Ｐ参Ｓ）

都市機能誘導【Ｘ域は、都市を体を見渡し、 鉄道駅に庖い区域、商業等が集積する区域等、都市機

能が一定程度充実しているＥ域や、 周辺からのぬ共交通による アクセスの悒便性が高い区域等、都

市の拠点 となるべ き［Ｘ域です。

４． 誘導施設とは （４ Ｐ参照）

将来の人口推計や施設の充箆。状況等を勘案し、 都市機能誘導区域かこ必要な施設を定めます。

図　ｔＬ地適ｉＥイヒ計画制度における各区域のイメージ回
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５． ｔＬ地適ｉＥ化計画における届ｉ・ 勧告制度

：な鳬適ｉＥ化計画におけるＳぷは、悒住誘導［Ｘ域外における住宅開発等の動 き、 都市機能誘導【Ｘ域

外における誘導施設の整備や都市機能誘導【Ｘ域鸚における誘導施設の休廃止を事前に把握するた

めの制ｔです。訝為等に着手する３０日前までにＳｉを行う必ｔがあり ます。

５－ １． 住宅の開発・ 建築等に関する届出

都市計画 【Ｘ域鸚の居住誘導区域外で下記の行為 を行おう とす る場合は届出が必要です。

届 胝`の対象

開発行為

住宅の

建築等

りＫ回発行為

①３ 珊い、上のイ圭宅の建築目 的の鴉発行為 （Ｘ）

②１ 珊又は２ Ｆの往生の建築目 白りで、 １， ０００　心、上の間男１行為

①３珊諮、上のイ圭宅を新築し よう とする場合

②壥戛物を改築し、又はを薬魅のＪ≡目途を変・ して ３戸い、上のイ匐屯とする鳬合

都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為で、主 として建築物の建築叉は特

定工作物の建設のＪ≡目に供する目的で行う 土地のＩＸ画形質の変更。

届ｉの対象例
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届ｉの対象外

○住宅等で仮設の もの又は農林漁業 を営む者の悟住の用に供す るも のの建築のＪ４ミｌに供す る目

的で行う 開発行為攷び新築

○建築物 を改築し、又は用途を 変更 して仮設のも の又は農林漁業を営む者の居住のＪ≡Ｉミｊ に供する

住宅等とする行為

○非常災害のため必要な応急措置と して行う行為

○都市計画事業の施行 とし て行 う行為又はこ れに準ずる行為と して政令で定める行為
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届ｉに必Ｒな書類

行為の種類　　　　　　　　　　　　　　　　 提ｉ書類

○開乳行為Ｓｉ書 （様式第十）

○当該行為を行う 土地の［Ｘ域並びに当該Ｅ域甄１八び当該【Ｘ域の周辺のな共施設

開発行為　　 を表示する図面で縮尺 １／ １， ０００な上のもの

○設計回で縮尺１／１ ００ 霖上のもの

○求積目

○住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若 しく はその用途を変更 して住宅等と

する行為のＳｉ書 （様式第十一）

建築等行為　○敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺 １／ １００誰、上のもの

○住宅等の２面い、上の・面示教、び各階平面回で縮尺１／５０以上のもの

○位置図

○行為の四皿書（様弍第十二）

変更届　　○行為の種類に応じた各種提皀書類

５－ ２． 誘導施設設置に伴う開発・ 建築等に関する■ｉ

都市計画区域甄１の都市機能誘導［Ｘ域外で下記の行為を行お うと する場合はＳまが心要です。

届 ＆`の対象

Ｗ篦行為　 ①誘導施設を有する建築物の建築目 白４Ｊの回発行為

４゛施台　①誘導施設を壑するを築牧１の新築
ごこ物を改築 し、 又は建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする

口

届ｉの対象例 （病院が誘導施ａとなっている場合）
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誘導施設

行政機能

介護福祉

機能

子育て

機能

誘導施設

一般的な名称

黙役場

総合保健福祉セン ター

地域包括支援セン ター

通所介護施設

デイサービス施設

鳬？或子育てま：援センター

認定こども園

ミ童館・ 学童クラブ

商業機能　商業施設

Ｅ療機能　 病院

銀行 ・信Ｊ１金庫 ・郵便

台融機能　 局・ 農業協回組合等の

金融機関

図書館

教育 ・　　 体育館

文化機能　地区センター ・コ ミュ

ニティセンター

定義

・Ｊｉ方自治法第４条第１ 項に規定する事務所

・社会福祉法第１４条に規定する施設

・介護保険法第１ １５ 条の ４６ 第１ 項に規定する施設

・介護保険法第８条第７項に規定する施設

・き人福祉法第５条の２第３項に規定する施設

・子育てについての相談、 情報の提供その他援助を行う

とともに、乳幼児叉はその保護者が相互に交流を行う

場所を提供する施設

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律第２条第６項に規定する施設

・ミ童福祉法第４０条に規定するミ童厚生施設

・大規模小売店舗壑鳬法第２条第２項に規定する大規模

小売包憔 （戮同店舗・ 複合施獵等を含む）のｍに供さ

れる床面積が １， ０００　ｎｌを超える店舗

・住民の日常生活に必要な圭鮮食呂や日常雑貨等多数の

呂種を扱う小売店舗

・Ｅ療法第１ 条の ５に定める「病院」で鸚科または外科

を有する もの

・銀行法に基づく金融機関

・信篦金庫法に基づく金融機関

・日本郵便株式会社法に基づく金融機関

・農林中央台車法に基づく兔融機関

・図書館法第２条第１ 項に規定する施設

・競技ＪＩ床面積 １３２　心、上の施設

・ｔ域住民の相互交流を目的と し、 地域活性化の活動拠

点と して、教育、 文化、スポー ツ、 地域交流等の都市

活動、コ ミュニテ ィを支えるため町が設置する施設

届ｉの対象外

○当該さ地適ｉＥ化計画に記載された誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築のＪＩ に供す

る目的で行う開発行為

○前焉の誘導施設を有する建築物で仮設のものの新築

○建築物を改築し、又はその■途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為

○非常災害のため必要な応急措置と して行う行為

○ｔ市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為と して政令で定める行為
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届出に必Ｒな書類

行為の種類

○開発ぞモ？為加ｌｉ書（様式第十八）

提出書類

開発行為

建築等行為

変更届

○肖該行為を行う土鳬の［Ｘ域並びに当該区域肖Ｌ及び当該区域の周ｍのが

共施設を表示する図面で縮尺１／１０００區上のもの

○設計図で縮尺１／１ ００ 區上のもの

○求積回

○誘導施設を有する建築物を新築し、叉は建築物を改築し、若しく はその

用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為のＳｉ書（様式第十

九）

○敷鳬九こおける住宅等の位置を表示する図面で縮尺 １／１００い、上のもの

○住宅等の２面以上のを面図及び各階平面目で縮尺１／５０な上のもの

○位置目

○行為の変更徭皀書（様式第二十）

○上記の行為の種類に応じた提皀書類

５－ ３． 誘導施Ｒの休廃止

Ｓｉの対象行為

都市機能誘導［Ｘ域鸚の誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、 ３０ 日前までに届ｉが

必要です。

ｓｉに必Ｒな書類

行為の種類　　　　　　　　　　　　　　　 提ｉ書類

で　○誘導ち治、の休廃止徭も書（様弍第二十一）
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